
  

※ 裏面「第 6 回 法善寺保育所の民間保育園への移管に係る三者協議会」をご覧ください。 

  

                                                                                                                                      

 

 
         

＊＊＊平成 27 年度中に実施する施設改修について＊＊＊        

平成 27 年 9 月 26 日(土)に開催された第 6 回三者協議会

において、平成 27 年度中に実施する施設改修について市からご

説明をさせていただきました。 

今後、工事業者との打ち合わせ後にスケジュール等の詳細が決

まりましたら、改めてご連絡させていただきます。 

第 6 回三者協議会の詳細は裏面をご覧ください。 

 

＊＊＊＊＊ 合同保育の実施に向けて ＊＊＊＊＊       

平成 28 年 4 月から法善寺保育園(仮称)に配属予定の法人

の雇用による保育士と現在の法善寺保育所で勤務する保育士と

が、平成 28 年 1 月から 3 月まで法善寺保育所での保育の引き

継ぎ等のため合同で保育を実施いたします。 

なるべく早く子ども達と顔馴染みになれるよう、先日の法善寺ま

つりでは、井上先生や数名の保育士に見学していただき、今後も

運動会などの行事に参加・見学を予定していただいています。 

なお、12 月に開催する三者協議会で、法善寺保育園(仮称)

に配属を予定している法人の雇用による保育士を正式にご紹介さ

せていただきます。 

    

＊＊＊＊＊ 第 7回 三者協議会の開催について ＊＊＊＊＊ 

次回の三者協議会は、以下の日程で開催いたします。 

と き：平成 27 年 10 月 30 日（金） 

   17時 30分から 18時 00分から （2部制） 

と こ ろ：柏原市立法善寺保育所  

内 容：(1) 未定（調整中） 

(2) 民営化に関する質疑応答  

(3) その他 

 保護者・法人・市の協議によって、一つ一つの事項を丁寧に決

定して参りたいと考えておりますので、積極的なご参加をよろしくお

願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

このニュースでは、柏原市が進めている法善寺保育所の民営化

に向けての取組について、随時お知らせしていきます。 

  

法善寺保育所民営化に関するご質問、お問い合わせは 

柏原市役所 こども未来部 こども政策課  

ＴＥＬ：072-943-4811  ＦＡＸ：072-973-378２ 

Email : kodomoseisaku@city.kashiwara.osaka.jp 

※ 意見用紙（法善寺保育所民営化に関するご意見)を事務所

前の意見箱横に用意しておりますので、ご活用ください。 

柏原市立法善寺保育所   

第 1４号  こども政策課  2015.10.１  民営化ニュース 

← QR コードから過去の民営化ニュースをご確認いただけます。 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2015012000014/ 



 

第 6回 法善寺保育所の民間保育園への移管に係る三者協議会 

 

【開 催 日 時】 

 平成 27年 9月 26日(土) 午前 10時 00分から 

【参加者】 

  保護者 2名 

【平成 27年度中に実施を予定している工事について】 

１ 法善寺保育所調乳室及び調理室改修工事 

(概要) 0歳児保育に対応するため、保育室(ひよこ組)に調乳設備を設置し、また、自園調理に対応するた

め、調理室の拡張等(調理室内戸棚の撤去)をする工事です。 

(工期) 平成 27年 10月中旬以降 から 平成 27年 12月 まで(予定) 

運動会や行事の日等は除く。 

(備考) 音の出る工事が一部ありますので、基本的にはお休みの日や夜間に作業をする予定です。また、保

育等に影響の無いよう注意して作業をしていただく予定です。 

２ 法善寺保育所倉庫移設工事 

(概要) ２階ベランダにある倉庫を園庭南西隅に移設設置がメインとなる工事です。 

(工期) 平成 27年 10月 15日(木) から 平成 27年 10月 30日(金) まで 

消防訓練の日は除く。 

(備考) 大きな音の出ない工事なので平日日中に行いますが、保育等に影響の無いよう注意して作業をして

いただく予定です。倉庫基礎設置のため、小さいトラックと小型油圧ショベルが 1～2 日入る予定で

す。 

【質疑応答】 

Q 2階のベランダの物置は何故移設するのか。 

 A 現在は基礎の無い置き方をしているため、基礎を設置して園庭南西隅に設置し直すものです。ま

た、平成 28 年 4 月以降は選挙の投票所でなくなるため、選挙備品等の入っている物置を撤去しま

す。なお、調理室の戸棚を撤去して一部拡張するため、現戸棚にある備品を保管するための物置を

調理室裏に設置します。 

Q 2階のベランダは何に使っているのか。用途は民営化後もそのままか。 

 A 現在は 1・2 歳児のプール遊びや簡易的な物置として使用しています。民営化後もそのままの予定

です。 

Q 0歳児や他のクラスの部屋はどうなるのか。 

 A 0歳児は現 1歳児の部屋で予定しています。他のクラスは基本的に今と変わらない予定です。 

Q 平成 28年 4月以降に工事は予定しているのか。今年度に比べ規模はどうか。 

 A 市及び法人で計画をしていますが、国の補助を活用する場合、市も一部負担をする必要があり、

平成 28 年 3 月の市議会定例会での承認を得て予算成立するまでは確定的なお話ができません。

実施するかどうかをお知らせできるのはおそらく平成 28年 4月以降になると思います。 

なお、今年度に予定している工事の規模と比べるとかなりの大規模工事になる予定です。 

Q 調理室は拡張しないといけないのか。 

 A 拡張と言っても今年度予定しているのは造り付け戸棚の撤去のみになります。 

現在の保育所では、外部搬入方式で給食を提供しており、簡単な温めや盛り付け等をしています

が、自園調理するための厨房機器が足りていません。調理員も現在に比べて増員されますので、機器

の設置と人の動線を確保するための拡張工事になります。   


